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告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
十
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

近
畿
日
本
ツ
ー
リ
ス
ト
株
式
会
社
に
対
し
、
平
成
二
十
二
年
六
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
青
森
県
立
美
術
館
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
十
二
号

口
蹄
疫
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
青
森
県
家
畜
伝
染
病
ま
ん
延
防
止
規
則

(

昭
和
五
十
年
四

月
青
森
県
規
則
第
十
九
号)

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜
の
種
類
及
び
指
定
家
畜
等
の
移

入
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

家
畜
の
種
類

牛
、
め
ん
羊
、
山
羊
、
豚
、
水
牛
、
し
か
及
び
い
の
し
し

二

指
定
家
畜
等
の
移
入
禁
止
区
域

宮
崎
県
及
び
鹿
児
島
県

公

告

肥
料
の
登
録

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十

二
年
六
月
三
日
次
の
肥
料
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

…
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登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

(

パ
ー
セ
ン
ト)

そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏

名
又
は
名
称
及

び
住
所

青
森
県
第

三
七
〇
号

な
た
ね
油
か

す
及
び
そ
の

粉
末

菜
の
ち
か
ら

窒
素
全
量四
・
七

り
ん
酸
全
量
二
・
二

加
里
全
量一
・
一

該
当
な
し

沖
津
由
子

上
北
郡
横
浜
町

字
吹
越
一
一
三

の
四
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建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
倉
水
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

倉
水

則
秋

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
木
造
若
緑
八
七
の
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
一
〇
七
一
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
五
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
、
管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
倉
水
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

倉
水

則
秋

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
木
造
若
緑
八
七
の
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
九)

第
一
〇
七
一
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
五
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
建
築
、
大
工
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
高
橋
電
機
工
業
所

二

代
表
者
の
氏
名

高
橋

閨

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
大
畑
町
新
町
二
○

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
七)

第
三
○
九
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

出

先

機

関

青
森
県
営
農
大
学
校
告
示
第
二
号

平
成
二
十
三
年
度
青
森
県
営
農
大
学
校
学
生
を
次
の
と
お
り
募
集
す
る
の
で
、
青
森
県
営
農
大
学

校
規
則(

昭
和
五
十
五
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

た
だ
し
、
二
次
募
集
試
験
は
一
般
募
集
試
験

(

推
薦
選
考
を
含
む
。)

の
合
格
者
が
定
員
に
満
た
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な
い
場
合
の
み
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
四
日

青
森
県
営
農
大
学
校
長

津

島

正

人

一

修
業
年
限

二
年

二

募
集
人
員

三

受
験
資
格
等

１

推
薦
選
考
は
、
次
の
各
号
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
者
で
、
出
身
学
校
長
の
推
薦
を
得
た
者

�

学
校
教
育
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教

育
学
校
を
平
成
二
十
三
年
三
月
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

�

学
校
成
績
の
評
定
平
均
値
が
三
・
〇
以
上
の
者

�

卒
業
後
、
農
業
経
営
に
従
事
す
る
等
地
域
の
農
業
振
興
に
尽
く
す
意
志
が
強
固
で
健
康
な

者

２

一
般
及
び
二
次
募
集
試
験
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

�

農
業
に
従
事
し
、
又
は
従
事
し
よ
う
と
す
る
青
年
で
学
校
教
育
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律

第
二
十
六
号)

に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
平
成
二
十

三
年
三
月
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

�

前
項
に
規
定
す
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
知
事
が
認
め
る
者

四

試
験
等
の
実
施
期
日
、
場
所
及
び
試
験
科
目

五

受
験
手
続

青 森 県 報������	
�� 	� 第3249号�

課

程

定

員

畑
作
園
芸
課
程

果

樹

課

程

畜

産

課

程

七
十
名

(

男
女
を
問
わ
な
い
。)

試
験
等

試
験
の
期
日
等

試
験
の
場
所
等

試
験
科
目
等

推
薦
選
考

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十

日

(

水)

午
前
十
一
時

上
北
郡
七
戸
町
字
大
沢

四
八
の
八

青
森
県
営
農
大
学
校

作
文
、
面
接
、
調
査
書

等
の
関
係
書
類

一
般
募
集

試
験

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九

日

(

水)

午
前
九
時
十
分

〃

筆
記
試
験

[

現
代
文
、

数
学
Ⅰ
、
生
物
Ⅰ
、
作

文]

、
面
接

二
次
募
集

試
験

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十

五
日

(

金)

午
前
九
時
十

分

〃

〃

試
験
等

提
出
書
類

受
付
期
間

提
出
先

推
薦
選
考

一

入
校
願
書(

第
一
号
様
式
、

写
真
貼
付)

二

本
校
所
定
の
受
験
票

(

写

真
貼
付)

三

志
願
者
調
査
書

四

出
身
学
校
長
の
推
薦
書

(

第
二
号
様
式)

平
成
二
十
二
年
十

月
四
日

(

月)

か

ら
同
月
十
四
日

(

木)

ま
で

(

〒
〇
三
九
―
二
五
九

八)上
北
郡
七
戸
町
字
大
沢

四
八
の
八

青
森
県
営
農
大
学
校

一
般
募
集

試
験

一

入
校
願
書(

第
一
号
様
式
、

写
真
貼
付)

二

本
校
所
定
の
受
験
票

(

写

真
貼
付)

三

平
成
二
十
二
年
三
月
に
高

等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校

を
卒
業
し
た
者
及
び
平
成
二

十
三
年
三
月
に
卒
業
す
る
見

込
み
の
者
に
あ
っ
て
は
、
志

願
者
調
査
書

四

前
項
に
規
定
す
る
以
外
の

者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ

る
書
類

イ

最
終
出
身
学
校
の
卒
業

平
成
二
十
二
年
十

二
月
九
日

(

木)

か
ら
同
月
十
六
日

(

木)

ま
で

〃

� �
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六

合
格
者
の
発
表

１

発
表
期
日
等

２

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
本
人
又
は
そ
の
法
定
代

理
人
は
、
入
校
試
験
結
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
口
頭
に
よ
る
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る

(

本
人
又
は
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
持
参
す
る
こ
と
。)
。

�

開
示
す
る
個
人
情
報
は
、
科
目
別
得
点
及
び
総
合
得
点
と
す
る
。

�

開
示
期
間
は
、
合
格
発
表
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
か
月
以
内
と
す
る
。

�

開
示
場
所
は
、
青
森
県
営
農
大
学
校
会
議
室
と
す
る
。

七

授
業
料
等

(

改
定
さ
れ
た
場
合
は
、
改
定
後
の
金
額
を
適
用
す
る
。)

１

入
校
検
定
料

二
千
二
百
円

２

入
校
料

五
千
六
百
五
十
円

３

授
業
料

年
額

十
一
万
八
千
八
百
円

４

諸
経
費

年
額

六
十
五
万
円

八

そ
の
他

こ
の
募
集
に
つ
い
て
不
明
な
点
が
あ
る
時
は
、
青
森
県
営
農
大
学
校
教
務
研
修
課

(

電
話
〇
一

七
六
―
六
二
―
三
一
一
一)

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
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証
明
書
又
は
卒
業
見
込
証

明
書

ロ

最
終
出
身
学
校
の
成
績

証
明
書

ハ

健
康
診
断
書

二
次
募
集

試
験

〃

平
成
二
十
三
年
二

月
一
日

(

火)

か

ら
同
月
八
日(

火)

ま
で

〃

試
験
等

発
表
の
期
日

推
薦
選
考

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
八
日

(
木)

一
般
募
集
試
験

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
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十
三
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月
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日
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森
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問
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丁
目
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番
七
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号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
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金
曜
日
発
行


